
 
 

第
四
編
中
第
三
百
九
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
係
る
認
定
等
） 

 

（
保
険
業
法
の
一
部
改
正
） 

 
 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
百
八
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
社
団
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団

で
代
表
者
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
構
成
員
又
は
そ
の
親
族
を
相
手
方
と
し

て
行
う
も
の
（
保
険
期
間
が
二
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
以
内
で
あ
っ
て
、
保
険
金
額
が
千
万
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
保
険
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
み
の
引
受
け
を
行
う
も

の
に
限
る
。
） 

 
 
 

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 
 

目
次
中
「
第
三
百
九
条
」
を
「
第
三
百
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
一
条 
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
限
る
。
以
下
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
百
八
条
の
二
第
一
項
第
一

号
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

  



 

第
三
百
八
条
の
二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
社
団
法
人
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
申
請
に
係
る
社
団
法
人
が
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
社
団
法
人
に
つ
い
て
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

一 

構
成
員
又
は
そ
の
親
族
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
か
つ
、
営
利
を
目
的

と
し
な
い
こ
と
。 

二 

当
該
社
団
法
人
が
行
う
保
険
の
引
受
け
の
事
業
が
当
該
社
団
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有

す
る
こ
と
。 

三 

当
該
社
団
法
人
が
行
う
保
険
の
引
受
け
の
事
業
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
構
成
員
に
よ
る
必
要
か
つ
適
切

な
監
督
が
行
わ
れ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
認
定
は
、
二
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
の
有
効
期
間
」
と

い
う
。
）
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
認
定
は
、
認
定
の
有
効
期
間
の



第
二
条 

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

六 

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
百
八
条
の
二
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
二
項
の
認
定
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者 

 

第
三
百
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

二 

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。 

（
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

８ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
認
定
及
び
そ
の
取
消
し
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

６ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
（
第
二
項
の
認
定
の
更
新
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た

社
団
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

７ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
取
消
し
に
関
し
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
認
定
の
有
効
期
間
の

満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

  



 

附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
、
「
又
は
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
登
録
」
を

「
、
新
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
登
録
又
は
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第 

 

 
 

号
。
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保

険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
又
は
登
録
」
を
「
、
登
録
又
は
認
定
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
免
許
及
び
」
を
「
免
許
又
は
」
に
改
め
、
「
受
け
た
者
」
の
下
に
「
及
び
認
定
の
申
請
に
対
す
る
処
分
を
受

け
た
者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
認
定
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
、
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
認
定
を
受
け
た
特
定
保
険
業
者
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条
の
二 

認
定
を
受
け
た
特
定
保
険
業
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
後
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
保
険
契
約
の
う
ち
当
該
認
定
を
受
け

て
行
う
平
成
十
九
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
保
険
の
引
受
け
の
事



２ 

前
項
の
特
定
保
険
業
者
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
（
同
項
の
保
険
契
約
の
移
転
並
び
に
保
険
契
約
に
係
る

業
務
及
び
財
産
の
管
理
の
委
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
）
は
、
新
保
険
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
認
定
を
受
け
た
日
以
前
に
引
き
受
け
た
保
険
契
約
で
あ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
移
転
又
は
そ
の
業
務
及
び
財
産
の

管
理
の
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
特
定
保
険
業
者
が
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
保
険

一 

当
該
認
定
を
受
け
る
際
現
に
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
場
合 

当
該
認
定
を
受
け
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日 

業
と
し
て
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契
約
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
保
険
会
社
若
し
く
は
少
額
短

期
保
険
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
保
険
契
約
を
移
転
し
、
又
は
保
険
会
社
若
し
く
は
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
契
約
に

よ
り
当
該
保
険
契
約
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
管
理
の
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

当
該
認
定
を
受
け
る
際
現
に
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合 

同
項
に
定
め
る
日
（
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
が
あ
る
と
き
は
そ
の
指
定
す
る
日
） 

  



 

業
に
つ
き
、
当
該
特
定
保
険
業
者
を
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
特
定
保
険
業
を
行
う
特
定
保
険
業
者

と
み
な
し
て
、
附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
保
険
業
者
に
対

す
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
、
「
五
年
」
を
「
六

年
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
八
条
第
二
項
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
、
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
、
「
七
年
」
を
「
八
年
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
中
「
二
年
」
を

「
三
年
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
項
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
、
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
中
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
改
正
規
定
（
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
六
条
の
改
正
規
定
か
ら
附
則
第
十
六
条
の
改
正
規
定
ま
で
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
（
関
係
法
律
の
整
理
等
） 

２ 
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

  





 
 

九

 
 

 
 

 

理

 

由

 
自

発

的

な

相

互

扶

助

を

基

礎

と

し

て

特

定

の

者

を

相

手

方

と

し

て

保

険

の

引

受

け

を

行

う

事

業

が

果

た

す

役

割

の

重

要

性

に

か

ん

が

み

、

構

成

員

又

は

そ

の

親

族

の

福

祉

を

増

進

す

る

た

め

の

事

業

を

行

う

こ

と

を

主

た

る

目

的

と

し

、

か

つ

、

営

利

を

目

的

と

し

な

い

こ

と

、

そ

の

行

う

保

険

の

引

受

け

の

事

業

の

適

正

な

実

施

を

確

保

す

る

た

め

の

構

成

員

に

よ

る

必

要

か

つ

適

切

な

監

督

が

行

わ

れ

る

こ

と

等

の

基

準

に

適

合

す

る

旨

の

内

閣

総

理

大

臣

の

認

定

を

受

け

た

社

団

法

人

が

、

そ

の

構

成

員

又

は

そ

の

親

族

を

相

手

方

と

し

て

行

う

少

額

で

短

期

の

保

険

の

み

の

引

受

け

を

行

う

事

業

に

つ

い

て

、

こ

れ

を

「

保

険

業

」

か

ら

除

く

こ

と

と

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 


